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補助金申請の流れ  

兵庫県では、様々な分野で、個人や事業者等を対象とした補助金事業を展開しており、条件に合致

した個人や事業者等に対して金銭的支援を行っています。 

本システムでは、フローや条件が標準的な補助金事業を対象として、各種申請の提出や通知を行い

ます。補助金交付申請から完了までの流れは下図のようになります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

交付申請 
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こちらの手続きも可能 
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交付決定通知 

実績報告 (請求) 

補助金確定通知 補助金確定通知受信 

補助金交付 補助金支払い 

申請者 
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補助金申請へのアクセス           

電子申請システム（https://a-hyogo.pref.hyogo.lg.jp）にログインするとマイページが開きます。 

「補助金申請」をクリックすることで手続き画面が表示されます。 

  

マイページを開く 

１ 

補助金申請をクリック 

３ 
手続き一覧から補助金申請を探す 

２ 

補助金申請ページが開く 

４ 
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操作説明 

 メニュー紹介  

システムにアクセスすると常に左側にメニューが表示されます。 

それぞれのメニューから各機能を利用できます。 

 

 

 申請の種類  

システムでは補助金申請に関わる以下の申請が可能です。 

処理内容 説明 

交付申請 補助金交付を希望する申請者から申請される。 

変更申請 交付申請した内容に変更が生じた場合に申請者から申請される。 

取り下げ 交付決定した申請を取り下げたい場合に申請者から申請される 

中止・廃止 交付申請した事業が中止や廃止になった場合に申請者から申請される。 

実績報告 
申請した事業等が完了すると申請者から申請される。実績報告の処理によって補

助金の精算が可能となる。 

概算払請求 
補助金設定で「概算払あり」にしている補助金では、概算払を希望する申請者か

ら申請される。 

メニュー 主な機能 

手続き 申請の確認、起案、紙申請代理入力、一覧のダウンロードなど 

申請一覧 申請の承認、または決裁（自身が決裁ルートにいるデータのみ表示）  

マニュアル 操作マニュアルの閲覧 
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１-１ 交付申請           

トップページにアクセス、またはサイドメニューの「手続き」をクリックすると、補助金の一覧が

開きます。  

 補助金申請の選択  

申請したい補助金の条件で絞り込み、検索してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

申請したい補助金が見つかったら「次へ」をクリックすると補助金の詳細ページへ進みます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

条件で絞り込み検索 

クリック 
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申請したい補助金の詳細画面が開きます。さらに「次へ」をクリックします。 

 

 

次に、申請者を選択する画面が表示されます。 

申請者が本人であるか、または代理人か該当する

ものを選択してください。 

 

選択後、「申請」をクリックすると申請入力画面

へ遷移します。 

 

 

 

 

項目 説明 

本人が申請 
補助金を申請する本人、又は同法人や同任意団体の担当者が

申請する場合に選択してください。 

本人が代理人に委任（システム） 
補助金を申請する本人が、システムを通して代理人に申請を

委任する場合に選択してください。 

代理人が申請（紙の委任状添付） 

補助金を申請する本人に代わり、全ての入力を代理人が行う

場合に選択してください。申請時に本人が記入した紙の委任

状を添付する必要があります。 

 

 

  ※ 代理人への委任方法については「４-１代理申請」ページを参照 
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 申請入力画面の説明  

交付申請の入力画面を説明します。 

本ページでは申請者を本人として操作説明します。（基本的な入力内容はどの申請者区分でも同じ

です。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 １  タイトル 

申請する補助金のタイトルを表示します。 

 

 ２  各種ボタン 

申請画面で操作可能な機能のボタンです。 

ボタン名 機能説明 

要綱・要領 

申請に必要な条件や、審査基準、提出書類、必要な情報が記載された要綱や

要領のファイルを閲覧、ダウンロードできます。 

要領・要綱がない申請もあります。 

様式ダウンロード 提出書類に様式がある場合、様式のファイルがダウンロードできます。 

下書き保存 入力途中の申請を下書き保存できます。 

 

 ３  入力画面（タブ形式） 

申請内容を入力する画面です。タブ形式になっているので、タブを切り替えて申請内容を全て入力

してください。 

  

タイトル 
１ 各種ボタン 

２ 

入力画面（タブ形式） 

３ 
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 交付申請入力  

 １  システム利用者 

申請画面へ進むと「システム利用者」タブが表示されます。 

表示されている利用者情報が正しいか確認します。 

確認後、「次の画面へ」をクリックし、次のタブに移動します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ２  申請者情報 

「申請者情報」のタブが表示されます。 

申請者の情報、補助金の入金先となる口座情報を入力してください。 

必要事項を入力後、「次の画面へ」をクリックします。 
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 ３  補助金申請情報 

「補助金申請情報」タブが表示されます。 

必要事項を入力してください。入力項目や、内容は各補助金の申請によって異なります。 

詳しくは要項・要領を確認してください。 

必要事項を入力後、「次の画面へ」をクリックします。 
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 ４  誓約書 

「誓約書」のタブです。誓約事項を確認し、チェックを付けてください。 

チェック後、「次の画面へ」をクリックします。 

 

 

 ５  申請 

最後に申請タブが表示されます。内容を確認してください。 

問題がなければ申請ボタンをクリックすると申請が完了します。 

※入力内容に誤りがあるとエラーが表示されます。該当の項目を確認してください。 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

クリック 
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  申請後の確認  

申請後は、申請一覧から申請した内容を確認できます。 

該当の申請の「詳細」ボタンをクリックすると補助金申請 詳細画面が開きます。 

 

 

申請した全項目と、添付ファイルを確認するには「申請内容一覧を開く」をクリックしてくださ

い。モーダル画面が表示されるので、確認したい申請の詳細ページをさらに開くと、全ての項目が 

確認できます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

クリック 

クリック 
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申請が完了時、申請の審査完了時には電子申請システムに登録したメールアドレス宛に通知メール

が送信されます。合わせてご確認ください。 
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２-１ 交付申請後の手続き  

申請詳細画面から各種手続きを行うことができます。 

メニューボタンから申請状況に応じて各種申請が可能です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ボタン名 説明 

要綱・要領 

申請に必要な条件や、審査基準、提出書類、必要な情報が記載された要綱や

要領のファイルを申請後も閲覧、ダウンロードできます。 

要領・要綱がない申請もあります。 

取り下げ 
交付決定後、２週間以内であれば取り下げ申請を行うことができます。 

※ 事業の継続ができない場合などは中止（廃止）申請を行ってください。 

概算払請求 
申請内容で概算払を選択した場合、概算払の請求を行うことができます。 

※ 概算払を受け付けていない補助金もあります。 

変更 交付申請の内容を変更したい場合、変更交付申請を行うことができます。 

中止・廃止 
申請した補助事業が中止や廃止になった場合に中止（廃止）申請を行うこと

ができます。 

実績報告 

申請した事業などが完了し、補助金を請求する際に実績報告を行います。 

実績報告の内容と請求額を提出し、承認されると、補助金申請における全て

の手続きが完了します。 
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２-２ 変更申請           

交付決定後に申請内容に変更が生じた場合、申請者は電子申請システムから変更申請を行う必要が

あります。 

申請詳細画面を開き、変更ボタンをクリックしてください。 

変更申請画面に遷移します。必要事項を入力し、申請してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

詳細を開く 

クリック 
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 変更申請入力  

 １  システム利用者 

申請画面へ進むと「システム利用者」タブが表示されます。 

表示されている利用者情報が正しいか確認します。 

確認後、「次の画面へ」をクリックし、次のタブに移動します。 

 

 

 ２  申請者情報 

「申請者情報」のタブが表示されます。 

申請者情報に変更内容がある場合、「債権者登録を登録・変更する」にチェックをして、必要事項

を入力してください。 

入力後、「次の画面へ」をクリックします。 
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 ３  補助金申請情報 

「補助金申請情報」タブが表示されます。変更内容がある場合、入力してください。 

入力後、「次の画面へ」をクリックします。 

 

 

 ４  誓約書 

「誓約書」のタブです。誓約事項を確認しチェックを付けます。 

問題がなければチェックを付けたまま「次の画面へ」をクリックします。 
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 ５  申請 

最後に申請タブが表示されます。内容を確認してください。 

問題がなければ申請ボタンをクリックすると申請が完了します。 

※入力内容に誤りがあるとエラーが表示されます。該当の項目を確認してください。 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

クリック 
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 申請後の確認  

申請後は、申請一覧から申請内容を確認できます。該当の申請の「詳細」ボタンをクリックすると

詳細画面が開きます。 

 

申請した全項目と、添付ファイルを確認するには「申請内容一覧を開く」をクリックしてくださ

い。モーダル画面が表示されるので、確認したい申請の詳細ページをさらに開くと、全ての項目が

確認できます。 

 

 

申請完了、申請内容の審査が完了した時には電子申請システムに登録されたメールアドレスにメー

ルが届きます。 

 

クリック 
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２-３ 中止・廃止申請           

交付決定後に事業の廃止等が決まった場合、申請者は電子申請システムから中止・廃止申請を行う

必要があります。 

申請詳細画面を開き、中止・廃止ボタンをクリックしてください。 

中止・廃止申請画面が開きます。必要事項を入力し、申請してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

詳細を開く 

クリック 
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 １  中止・廃止申請の申請 

入力画面では中止・廃止の理由を入力してください。 

既に概算払いなどで支払いがある場合は受領額や戻入額に金額が表示されます。 

必要であれば添付書類をアップロードすることも可能です。 

入力が完了したら申請ボタンをクリックすると中止・廃止申請が完了します。 

※入力内容に誤りがあるとエラーが表示されます。該当の項目を確認してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

入力 
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 ２  申請の確認 

申請後は、申請一覧から申請内容を確認できます。該当の申請の「詳細」ボタンをクリックすると

詳細画面が開きます。 

申請した全項目と、添付ファイルを確認するには「申請内容一覧を開く」をクリックしてくださ

い。モーダル画面が表示されるので、確認したい申請の詳細ページをさらに開くと、全ての項目が

確認できます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

詳細を開く 

クリック 
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２-４ 概算払請求           

補助金申請には概算払請求が可能な申請があります。 

概算払い請求が可能な申請で、交付申請時に「概算払い請求」を「あり」で申請していると、交付

決定後に概算払い請求が可能です。 

申請者は電子申請システムから概算払い請求申請を行う必要があります。 

申請詳細画面を開き、概算払い請求ボタンをクリックすると概算払い請求画面が開きます。 

必要事項を入力し、申請してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

詳細を開く 

クリック 
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 １  概算払い請求の申請 

補助金交付決定額、既受領額、交付申請時に入力した概算払い請求の支払い月の内容が表示されま

す。 

今回請求する金額、請求日を入力してください。 

必要であれば添付書類をアップロードすることも可能です。 

入力が完了したら申請ボタンをクリックすると概算払い請求の申請が完了します。 

※入力内容に誤りがあるとエラーが表示されます。該当の項目を確認してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

入力 
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 ２  申請の確認 

申請後は、申請一覧から申請内容を確認できます。該当の申請の「詳細」ボタンをクリックすると

詳細画面が開きます。 

 

申請した全項目と、添付ファイルを確認するには「申請内容一覧を開く」をクリックしてくださ

い。モーダル画面が表示されるので、確認したい申請の詳細ページをさらに開くと、全ての項目が

確認できます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

詳細を開く 

クリック 
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２-５ 取り下げ           

交付申請決定後に申請を取り下げたい場合、交付決定日から 2 週間以内であれば申請者は電子申請

システムから取り下げ申請が可能です。 

申請詳細画面を開き、取り下げボタンをクリックしてください。 

取り下げ申請画面が開きます。必要事項を入力し、申請してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

詳細を開く 

クリック 
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 １  取り下げ申請の入力 

入力画面では取り下げの理由を入力してください。 

既に概算払いなどで支払いがある場合は受領額や戻入額に金額が表示されます。必要であれば添付

書類をアップロードすることも可能です。 

入力が完了したら申請ボタンをクリックすると取り下げ申請が完了します。 

※入力内容に誤りがあるとエラーが表示されます。該当の項目を確認してください。 
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 ２  申請の確認 

申請後は、申請一覧から申請内容を確認できます。該当の申請の「詳細」ボタンをクリックすると

詳細画面が開きます。 

 

申請した全項目と、添付ファイルを確認するには「申請内容一覧を開く」をクリックしてくださ

い。モーダル画面が表示されるので、確認したい申請の詳細ページをさらに開くと、全ての項目が

確認できます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

クリック 
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２-６ 実績報告           

申請した事業等の実施後、申請者は電子申請システムから実績報告を行う必要があります。 

申請詳細画面を開き、実績報告のボタンをクリックしてください。 

実績報告の申請画面に遷移します。必要事項を入力し、申請してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

詳細を開く 

クリック 



29 
 

 実績報告入力  

 １  システム利用者 

申請画面へ進むと「システム利用者」タブが表示されます。 

表示されている利用者情報が正しいか確認します。 

確認後、「次の画面へ」をクリックし、次のタブに移動します。 

 

 

 ２  実績報告 

「実績報告」のタブが表示されます。収支報告の入力、必要書類の添付等をしてください。 

必要事項を入力後、「次の画面へ」をクリックします。 
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 ３  補助金申請情報 

「補助金申請情報」タブが表示されます。請求額を確認し、問題がなければ請求に関する同意にチ

ェックしてください。「次の画面へ」をクリックします。 

 

 

 ４  申請 

最後に申請タブが表示されます。内容を確認してください。 

問題がなければ申請ボタンをクリックすると申請が完了します。 

※入力内容に誤りがあるとエラーが表示されます。該当の項目を確認してください。 

※入力内容に誤りがあるとエラーが表示されます。該当の項目を確認してください。 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 ６  申請の確認 

 
クリック 
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 ５  申請の確認 

申請後は、申請一覧から申請内容を確認できます。該当の申請の「詳細」ボタンをクリックすると

詳細画面が開きます。 

 

申請した全項目と、添付ファイルを確認するには「申請内容一覧を開く」をクリックしてくださ

い。モーダル画面が表示されるので、確認したい申請の詳細ページをさらに開くと、全ての項目が

確認できます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

詳細を開く 

クリック 
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３-１ 下書き保存                           

新規の交付申請時に入力画面にて「下書き保存」ボタンをクリックすることで、入力内容を下書き

として保存できます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

保存した下書きは、申請一覧に「下書き」状態で追加されます。 

 

 

 

「詳細」をクリックすると、申請画面が表示され、  

続きから入力を再開できます。  

その後の入力の手順は同じです。 

 

 

  

クリック 

クリック 

クリック 
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 下書き削除・復元  

「下書き」状態のデータは申請一覧から削除することができます。 

 

 

 

 

 

 

削除した申請は申請一覧にある「ごみ箱」をク

リックすると確認できます。 

 

 

 

 

※「ごみ箱を空にする」をクリックすると、申請データが完全に削除され、復元できなくなるた

め、ご注意ください。 

 

 

 削除した申請の復元  

削除した申請は、ごみ箱の「戻す」をクリックすると、申請一覧に復元することができます。 

  

クリック 

削除をクリック 

クリック 
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４-１ 代理申請 

交付申請の手続きは申請者本人が代理人へ委任することができます。 

委任の方法は 2 種類あります。 

 

 １. システムを利用した委任  

 

 申請者本人と代理人、それぞれが電子申請システムでユ

ーザ登録が必要 

 申請者本人がシステムで委任依頼を行い、代理人が承諾

することで委任が成立 

 委任後は、代理人がシステムから申請手続きを行う 

 申請者、代理人どちらもシステム上で申請状況を確認可

能 

 システムを利用した場合、紙の委任状は不要 

 

 

 

 ２. 紙の委任状を添付する委任  

 

 代理人だけが電子申請システムへユーザ登録し、全ての操

作を代理人が行う 

 あらかじめ申請者本人は紙の委任状を用意し、代理人は紙

の委任状を申請時にアップロードする 

 申請状況は代理人のユーザアカウントでのみ確認可能 

 

 

 

 

 

 

 

代理人 本人 

電子申請システムの 

登録がそれぞれ必要 

代理人 

代理人のみシステムの 

利用登録が必要 
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４-２ 代理申請 システムを利用しての委任  

システムを利用して、申請者本人が代理人へ申請の委任するための操作を説明します。 

代理人となる方は事前に電子申請システムの登録が必要です。 

 

 １   

まず、申請者本人が電子申請システムへログインし、補助金申請画面に進み、「本人が代理人に委

任（システム）」を選択します。 

代理申請依頼画面が開きます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ２   

申請者本人は、下記の情報を入力してください。 

■ 代理人のメールアドレス（システムに登録済） 

■ 代理人の電話番号（システムに登録済） 

■ 口座番号確認書類  

※ 申請者 

※ 本人は委任前に電子申請システムに登録した代

理人のメールアドレスを把握しておく必要があ

ります。 

※ 口座番号確認書類は補助金の入金先の口座番号が記載された画像を添付してください。 

※ 添付した口座番号確認書類と、代理申請の際に代理人が入力した口座情報が一致しているか照

合します。 
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 ３   

必要情報を全て入力したら 

「委任」をクリックしてください。 

 

 

 

 ４   

委任後、申請者本人に確認メールが届きます。委任内容に誤りがないか確認してください。 

誤りがある場合、申請詳細画面から「委任解除」で委任を解除することができます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ５   

申請者本人による委任依頼後、代理人の了承が必要です。 

委任が行われると代理人には承諾メールが送信されます。 

代理人はメールに記載されている URL をクリックすると委任が了承され、完了します。 

  

クリック 
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４-３ 代理申請 紙の委任状を添付しての委任  

紙の委任状を添付して代理申請する場合の操作を説明します。全ての操作は代理人が行います。 

電子申請システムへの登録も代理人の登録のみで申請可能です。 

 

 １   

代理人が電子申請システムへログインし、

「代理人が申請（紙の委任状を添付）」を選

択します。 

 

 

 

 

 

 

 

 ２   

申請画面が表示されるので、申請者区分が「委任状による代理人」になっていることを確認しま

す。 

委任状の項目に紙の委任状のファイルをアップロードしてください。 

その他は本人による申請と同じ手順です。詳しい申請方法は『1-1 交付申請』を参照ください。 
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 システムでの委任のタイミング  

代理人への委任は新規交付申請を本人が行っ

た後でも可能です。 

 

本人が申請した申請詳細の委任情報欄に「シ

ステムで代理人に委任」ボタンがあります。 

クリックすると新規交付申請の時と同じ、代

理申請依頼の画面が表示されます。 

以降の手順は同じです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 システムで委任の解除  

申請者本人は、代理人への委任をいつでも解除

することが可能です。 

本人がログインした状態で申請詳細画面を表示

すると委任情報欄に「委任を解除」ボタンが表

示されます。 

 

クリックすると委任解除の確認画面が表示され

るので「解除」をクリックすると委任の解除が

完了します。 

解除されると委任されていた代理人の画面から

は該当の申請を見ることができなくなります。 

 

 
※ 紙の委任状で代理申請した場合、申請の手続き途中で解除することはできません。 
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